
章 款 項 目

平成

令和

27始期

終期

　島原市が分譲中の宅地の売却を促進することにより定住促進を図るため、予算内の範囲内において市有地
分譲地売却促進・定住促進事業奨励金を交付するもの。

(1)市有地分譲地を購入した個人又は法人。(ただし、宗教法人は対
象外)
(2)購入した分譲地に住宅を新築した個人。
(3)上記(1)(2)に該当した個人で、県外から移住した若年世帯。
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根 拠 法 令 等 島原市市有地分譲地売却促進・定住促進事業奨励金交付要綱

年度

事 務 事 業 評 価 票 [ 市 単 独 補 助 金 ] 2 年度令和

担当課 契約管財課

整理番号

1

補 助 金 （ 事 業 ） 名

1,423

会 費 等

市 補 助 金

補助金交付内容等

〈 積 算 基 礎 等 ）

（１）市有地分譲地売却促進事業奨励金…本人が負担した市有地売却代の１０分の１（千円未満切捨）
（２）定住促進（新築）事業奨励金…次の①～③のうち、最も少ない額
　　　　　　　　　　　　　　　　　①本人が負担した住宅建築契約額の１０分の１（千円未満切捨）
　　　　　　　　　　　　　　　　　②本社が市内にある事業者施工の場合５０万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　③本社が市外にある事業者施工の場合３０万円
（３）定住促進（若年世帯移住）事業奨励金…本人が負担した市有地売却代(1万円未満切捨)を上限として、
①の奨励金と同額を最長９回申請できる。
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年度の当該団体等の事業費の主な内訳  (市補助金が充当されていると思われるものから順に記載)  （単位：千円）
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◎１次評価（自己評価）

（ ）

（ ）

◎２次評価

◎３次評価

予算措置額の増減：

（ ）

備
考

⇒ 2,500

備　　考

市有地分譲地売却促進・定住促進事業奨励金

　奨励金制度導入により売却件数も着実に伸びており、また直近では市外移住者の購入実績も出てきていることから、引き続
き積極的な制度周知に努めてほしい。

判　　　定

評　価　結　果　を　踏　ま　え　た　次　年　度　予　算　へ　の　反　映　状　況　　（☑）

○視点別分析
視　  　　　　点 現　状　分　析 説　　　　　　　　　　　　明

② 市 の 関 与 の 必 要 性
　上記、記載にあるように、助成事業の効果があがっており必要性は薄れて
いないと判断する。

① 助 成 事 業 の 効 果

③ 団 体 の 事 業 内 容 や

助成の在り方等の見直しの

総 合 評 価

判
　
定

　上記、記載にあるように、助成事業の効果があがっており見直しの必要は
ないと判断する。

　必要性

  Ｂ　見直しのうえで実施

○総合評価と今後の方向性

備　　考

見
直
し
の
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判　　　定

　今後の課題と見直しの
　方向性（総合評価判定が
  Ｂ１～Ｂ４の場合）

課
 

題

　平成２７年度の奨励金制度の導入から５年間で１５区画を販売し、殆どが居住用住宅地として家を建築し家族と一
緒に居住している。また、購入者の中には、居住用ではなくアパート用として購入しているところもあり市外からの
入居者も見込まれる。
以上のことから、本事業の趣旨である売却及び定住促進を図ることを満たすことから継続実施と判断する。

　平成２７年度から奨励金制度を導入したことで、平成２７年度から令和元
年度末までに市有地分譲地１５区画（仁田住宅団地５区画・安中地区１０区
画）を売却し意図した効果があがっていると判断する。

千円

休止･廃止の具体的方向性

判
定
理
由

意図した効果があがっている

ある程度効果がある。

あまり効果がない

分析できない

事業効果は後年度

必要性は薄れていない

少し薄れている

薄れている

不明

該当しない

見直しの必要はない

検討の余地はある

見直しの必要あり

補助額の削減

B1 事業規模の拡大 B2 事業規模の縮小

B3 事業内容の改善 B4 その他の見直し

Ａ 継続(特段の見直しは行わない）

Ｃ 休止（隔年実施など）

Ｄ 廃止（終期の設定も含む）

補助額の増加 補助の休止若しくは廃止 現状維持


